
8広報とちぎ　１２月号２０１７（平成２９）年１１月２０日　発行 お知らせ

12
月
４
日（
月
）～
10
日（
日
） 

　
　
　
　
　
　
　

人
権
週
間

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」

　
「
人
権
デ
ー
」と
は
、
１
９
４
８

年
12
月
10
日
「
世
界
人
権
宣
言
」

の
採
択
を
記
念
し
て
国
連
が
定

め
た
、
世
界
的
な
記
念
日
で
す
。

日
本
で
は
人
権
デ
ー
を
最
終
日

と
す
る
１
週
間
（
12
月
４
日
～

10
日
）
を
人
権
週
間
と
し
、
人

権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
の
た

め
の
啓
発
活
動
を
全
国
的
に
展

開
し
て
い
ま
す
。
本
市
で
も
、

街
頭
啓
発
や
特
設
相
談
、
講
演

会
な
ど
を
通
じ
、
人
権
尊
重
思

想
へ
の
理
解
を
よ
り
い
っ
そ
う

深
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
重

点
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

人
権
特
設
相
談

　
人
権
に
関
す
る
様
々
な
相
談

に
人
権
擁
護
委
員
が
お
受
け
し

ま
す
。気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

（
予
約
不
要
）

12
月
４
日
（
月
）
10
時
～
12
時

・
厚
生
セ
ン
タ
ー
（
旭
町
）

・
大
平
隣
保
館
（
大
平
町
新
）

・岩
舟
総
合
支
所
会
議
室
棟（
岩

舟
町
静
）

12
月
５
日
（
火
） 

10
時
～
12
時

・
都
賀
老
人
憩
い
の
家
（
都
賀

町
原
宿
）

12
月
６
日
（
水
）
13
時
30
分
～

15
時
30
分

・
西
方
保
健
セ
ン
タ
ー
（
西
方

町
本
城
）

12
月
13
日
（
水
） 

10
時
～
12
時

・藤
岡
公
民
館
（
藤
岡
町
藤
岡
）

人
権
を
考
え
る
市
民
の
集
い

日
時　
12
月
９
日
（
土
）
13
時

25
分
～
15
時
40
分（
13
時
開
場
）

場
所　
栃
木
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

対
象　
ど
な
た
で
も

定
員　
１
，
２
０
０
人
（
当
日

先
着
順
）

参
加
費　
無
料　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ　
栃
木
女
子
高

等
学
校
コ
ー
ラ
ス
部

人
権
講
演
（
14
時
10
分
～
）

演
題:

「
人
生
の
教
科
書
」

講
師:

古
賀
稔
彦
氏
（
バ
ル
セ

ロ
ナ
五
輪
柔
道
金
メ
ダ
リ
ス
ト
）

小
学
生
の
人
権
書
道
お
よ
び
人

権
絵
画（
ホ
ワ
イ
エ
に
て
展
示
）

問 
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
１
６
１

大
平
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム　

 

　
　
　
　

就
労
支
援
相
談
会

　
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が

無
料
で
相
談
を
受
け
ま
す
。
相

談
は
秘
密
厳
守
で
す
。
気
軽
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
時　
応
相
談

場
所　
大
平
勤
労
青
少
年
ホ
ー

ム
（
大
平
町
蔵
井
）

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
の
40

歳
位
ま
で
の
未
就
職
者
、
求
職

者
、
転
職
希
望
等
に
悩
ん
で
い

る
方
。
家
族
の
方
の
相
談
可
。

問 

大
平
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

☎
（43）
５
１
９
１（
受
付
13
時
～
21
時
）

年
末
年
始
も
火
の
用
心 

「
火
の
用
心 

こ
と
ば
を
形
に 

　
　
　
　
　
　
　

  

習
慣
に
」

　

寒
さ
も
一
段
と
厳
し
く
な

り
、空
気
が
乾
燥
し
て
い
ま
す
。

暖
房
機
器
が
欠
か
せ
な
い
季
節

と
な
り
、火
災
に
要
注
意
で
す
。

昨
年
度
市
内
で
は
、
12
月
か
ら

１
月
に
か
け
て
14
件
の
火
災
が

発
生
し
ま
し
た
。
年
末
年
始
の

火
災
予
防
の
た
め
に
も
、
次
の

こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

〇
風
の
強
い
と
き
や
、
空
気
が

乾
燥
し
て
い
る
と
き
に
、
た
き

火
を
す
る
と
大
変
危
険
で
す
。

気
象
条
件
や
周
囲
に
燃
え
や
す

い
も
の
が
な
い
か
な
ど
確
認
し

ま
し
ょ
う
。飛
び
火
に
注
意
し
、

水
を
入
れ
た
バ
ケ
ツ
な
ど
を
準

備
す
る
と
と
も
に
、
終
わ
っ
た

ら
残
り
火
が
な
い
よ
う
に
、
完

全
に
火
を
消
し
ま
し
ょ
う
。

〇
寝
た
ば
こ
、
歩
行
中
や
作
業

中
の
く
わ
え
た
ば
こ
は
や
め
ま

し
ょ
う
。
火
の
付
い
た
た
ば
こ

の
放
置
や
、
投
げ
捨
て
は
絶
対

に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

〇
住
宅
火
災
の
早
期
発
見
に
有

効
な
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
必

ず
設
置
し
、
維
持
管
理
を
し
ま

し
ょ
う
。

問 

市
消
防
本
部
予
防
課　

☎
（22）
０
０
７
２

「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た
が
主

役
で
す
」年
末
交
通
安
全
運
動 

12
月
11
日（
月
）
～
31
日（
日
）

　
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で
住

み
よ
い
社
会
の
実
現
を
目
指
す

た
め
、
交
通
安
全
運
動
を
実
施

し
ま
す
。
交
通
マ
ナ
ー
を
遵
守

し
、
交
通
事
故
「
０
」
を
目
指

し
ま
し
ょ
う
！

問
交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

平
日
夜
間
、
休
日
納
税
相
談
窓
口

　
こ
の
機
会
に
納
付
・
相
談
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

平
日
夜
間
相
談　

12
月
19
日

（
火
） 

～ 

22
（
金
）、
25
（
月
）　

17
時
15
分
～
19
時

休
日
相
談　

12
月
24
日
（
日
）

９
時
～
16
時

相
談
場
所　
収
税
課
窓
口
（
市

役
所
本
庁
舎
２
階
）

問 

収
税
課 　
☎

（21）
２
２
８
１

国
民
健
康
保
険
の
方
へ 

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
に
よ
る
事

故
等
の
治
療
費
立
て
替
え
制
度

　
交
通
事
故
や
傷
害
事
件
、
他

人
の
飼
い
犬
に
か
ま
れ
た
場
合

な
ど
、
第
三
者
か
ら
受
け
た
傷

病
に
よ
る
治
療
費
は
原
則
的
に

は
加
害
者
の
全
額
負
担
で
す

が
、
国
民
健
康
保
険
で
立
て
替

え
て
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。（
そ
の
場
合
は
あ
と

で
国
民
健
康
保
険
が
加
害
者
に

請
求
し
ま
す
。）
国
民
健
康
保

険
で
治
療
を
受
け
る
場
合
に
は

ま
ず
問
合
せ
先
に
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
示
談
で
済
ま
せ
る
と
国
保
が

使
え
な
く
な
る
場
合
も
あ
る
た

め
、
必
ず
示
談
の
前
に
相
談
く

だ
さ
い
。

※
手
続
き
の
際
は
、
保
険
証
と

印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
保
険
医
療
課
☎

（21）
２
１
３
１

「
農
地
バ
ン
ク
」「
農
業
機
械
施

設
バ
ン
ク
」を
利
用
く
だ
さ
い

農
地
バ
ン
ク

　
耕
作
で
き
な
く
な
っ
た
農
地

等
で
、
貸
付
け
・
売
買
を
希
望

す
る
農
地
の
情
報
を
集
約
し
、

農
業
の
経
営
規
模
を
拡
大
し
た

い
農
家
や
新
規
就
農
者
に
情
報

を
提
供
し
、
貸
借
・
売
買
に
つ

な
げ
る
制
度
で
す
。

登
録
で
き
る
方　
市
内
に
、
貸

付
・
売
払
い
を
希
望
す
る
農
地

を
保
有
し
て
い
る
方

登
録
で
き
る
農
地　
市
内
の
農

業
振
興
地
域
内
の
農
地

農
地
の
利
用
条
件　
市
内
に
居

住
ま
た
は
定
住
さ
れ
る
予
定
の

農
業
者
及
び
新
規
就
農
者

農
業
機
械
施
設
バ
ン
ク

　
使
用
し
な
く
な
っ
た
農
機
具

や
農
業
施
設
（
使
用
可
能
な
も

の
）
の
所
有
者
の
方
に
登
録
し

て
い
た
だ
き
、
そ
の
情
報
を
新

規
就
農
者
な
ど
の
農
機
具
や
農

業
施
設
を
必
要
と
さ
れ
る
方
に

情
報
を
提
供
す
る
制
度
で
す
。

（
譲
渡
等
の
交
渉
は
当
事
者
間

で
行
い
ま
す
）

登
録
で
き
る
機
械
施
設　
使
用

可
能
な
農
業
機
械
・
施
設
で
譲

渡
又
は
貸
付
が
可
能
な
も
の

機
械
施
設
の
利
用
条
件　
農
業

機
械
施
設
等
が
引
き
取
り
可
能

な
、
市
内
に
居
住
ま
た
は
定
住

さ
れ
る
予
定
の
農
業
者
及
び
新

規
就
農
者

問 （
一
財
）
栃
木
市
農
業
公
社

本
所
（
農
業
振
興
課
内
）

☎
（20）
５
３
０
０

北
部
事
務
所（
都
賀
総
合
支
所
内
）

☎
（29）
１
４
１
１

南
部
事
務
所
（
藤
岡
総
合
支
所

別
館
内
）　　

 

☎
（62）
０
９
１
７

栃
木
市
農
業
機
械
施
設
バ
ン
ク

利
用
促
進
補
助
金

　
市
で
は
「
農
業
機
械
施
設
バ

ン
ク
」
を
利
用
し
た
農
業
者
に

対
し
、
譲
受
け
ま
た
は
修
繕
に

要
し
た
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

申
込　
申
請
書
（
農
業
振
興
課

窓
口
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
）
を
提
出

問
農
業
振
興
課
☎

(21)
２
３
８
５

学
校
給
食
用
物
資
納
入
指
定

希
望
申
請

　
市
内
の
学
校
給
食
調
理
場
で

使
用
す
る
物
資
の
納
入
は
、
公

正
・
公
平
性
を
期
す
る
た
め
、

青
果
物
、
鮮
魚
、
食
肉
、
豆
腐・

こ
ん
に
ゃ
く
及
び
麺
類
の
納
入

業
者
を
、
す
べ
て
指
定
希
望
申

請
書
を
提
出
し
た
業
者
の
中
か

ら
選
定
し
て
い
ま
す
。
納
入
を

希
望
す
る
場
合
は
次
の
期
間
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
業
者
選
定
は
、
申
請

書
の
内
容
や
各
調
理
場
の
評

価
・
調
査
等
か
ら
、
物
資
の
安

全
性
、
品
質
、
安
定
供
給
、
価

格
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し
て

決
定
し
ま
す
。

対
象　
原
則
、
市
内
に
主
た
る

事
業
所
を
有
し
、
物
資
を
納
入

で
き
る
方
（
市
物
品
購
入
等
入

札
参
加
資
格
審
査
申
請
ま
た
は

小
規
模
等
契
約
希
望
者
登
録
の

手
続
き
が
必
要
で
す
）

指
定
期
間　
平
成
30
年
４
月
１

日
～
平
成
31
年
３
月
31
日

申
請
方
法　
平
成
30
年
１
月
９

日
（
火
）
～
19
日
（
金
）
の
平

日
９
時
～
17
時
に
問
合
先
（
市

役
所
本
庁
舎
４
階
）
へ

問
保
健
給
食
課
☎

（21）
２
４
８
１

２
０
１
７
ウ
ォ
ー
ム
シ
ェ
ア

と
ち
ぎ

　
電
気
消
費
量
の
多
い
エ
ア
コ

ン
・
暖
房
器
具
を
多
く
使
う
こ

の
時
期
に
、
省
エ
ネ
推
進
の
た

め
、
楽
し
み
な
が
ら
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

実
施
期
間　

12
月
１
日
（
金
）

～
平
成
30
年
３
月
31
日
（
土
）

実
施
施
設　
窓
口
に
あ
る
チ
ラ

シ
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
く
だ
さ
い
。

問  

環
境
課 

☎
（21）
２
１
４
１

栃
木
年
金
事
務
所
の
予
約
年
金
相
談

相
談
時
間　
平
日
８
時
30
分
～

16
時
、
毎
月
第
二
土
曜
日
９
時

30
分
～
15
時
※
予
約
状
況
に
よ

り
、
希
望
日
時
は
調
整
。

予
約
方
法　
相
談
希
望
日
１
か

月
前
か
ら
可
能
で
す
。（
予
約

受
付
の
際
に
、
相
談
者
及
び
配

偶
者
氏
名
、
基
礎
年
金
番
号
、

電
話
番
号
、
相
談
内
容
等
を
確

認
し
ま
す
）

※
電
話
受
付
は
、
平
日
８
時
30

分
～
17
時
（
12
月
29
日
～
平
成

30
年
１
月
３
日
を
除
く
）

年
金
相
談
に
お
越
し
の
際　

年
金
手
帳
（
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
）、
年
金
証
書
、
振
込
通

知
書
な
ど
の
他
、
相
談
者
本
人

で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も

の
が
必
要
で
す
。
予
約
時
間
ま

で
に
総
合
窓
口
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

※
代
理
の
方
が
相
談
に
来
る
場

合
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問 
栃
木
年
金
事
務
所

☎
（22）
４
６
９
７

　 24
時
間 

い
つ
で
も
対
応
す
る
定

期
巡
回
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま
す

　

介
護
が
必
要
と
な
っ
た
高

齢
者
の
皆
さ
ん
が
、
住
み
な

れ
た
栃
木
市
で
い
つ
ま
で
も

安
心
し
て
在
宅
で
の
生
活
が

続
け
ら
れ
る
よ
う
支
援
し
ま

す
。
24
時
間
３
６
５
日
、
定

期
的
に
巡
回
す
る
と
と
も

に
、
緊
急
連
絡
な
ど
を
受
け

て
随
時
対
応
も
行
い
ま
す
。

対
象　
介
護
認
定
（
要
介
護

１
～
５
）
を
受
け
て
い
る
方

※
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

に
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
エ
リ
ア　

栃
木
地
域

（
皆
川
・
吹
上
地
区
の
一
部
、

寺
尾
・
国
府
地
区
を
除
く
）、

大
平
・
都
賀
の
一
部
の
地
域

※
エ
リ
ア
外
の
利
用
者
の
相

談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

内
容

定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
介
護
…

介
護
職
員
が
１
日
に
複
数
回

訪
問
し
、
日
常
生
活
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
…
医
師

の
指
示
に
基
づ
き
、
看
護
師

が
自
宅
に
訪
問
し
、
バ
イ
タ

ル
チ
ェ
ッ
ク
・
健
康
管
理
指

導
な
ど
を
行
い
ま
す
。

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
…
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
が
必
要
と
判
断
し

た
場
合
は
、
介
護
職
員
が
訪

問
し
ま
す
。

随
時
対
応
サ
ー
ビ
ス
…
24
時

間
３
６
５
日
、
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
が
電
話
対
応
で
相
談
支

援
要
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

必
要
に
応
じ
て
、
援
助
や

サ
ー
ビ
ス
を
手
配
し
ま
す
。

問 

安
心
ネ
ッ
ト
と
ち
ぎ

☎
(21)
８
４
８
８

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

☎
(21)
２
２
５
２


